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 ◆裏面には、農業者年金のご紹介のお知らせを掲載しています◆ 

 

★ 農地利用状況調査とは ★ 
➊ 農地法に基づく調査です 
平成21年の農地法改正により、毎年必ず行われる調査です。耕作放

棄地の把握と発生の防止、再生利用などに役立てられます。 

➋ 農地パトロールと一体で行います 
 以前から行ってきた農地パトロールと一体のものとして実施します。
今年は実施時期を早め、7月~9月を「農地パトロール月間」として、利
用状況のほかに無断転用の監視、実態把握なども併せて行います。 

➌ 皆さまの農地に立ち入ることがあります 
 この期間内、町の農業委員や調査関係者が、調査のため皆さまの農地
に立ち入ることがあります。ご理解とご協力をお願いします。 

➍ 著しく管理の悪い場合は指導を行います 
 著しく管理が悪く、周辺の農地等に悪影響を及ぼしていると判断され
る場合は、所有者または管理者に指導を行います。 

▼農業委員会では今年も農地パトロール（利用状況調査）を実施し

ます。これは農地法に位置づけられた必須の調査です。7月~９月

を「農地パトロール月間」と定めて今年度も実施計画します。 

▼耕作放棄地は、病害虫の発生など、近隣の農地等に悪影響を及ぼ

すことがあります。農地をお持ちの方はぜひとも適正な管理をお

願いします。 



 


